
【長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例に係わる山ノ内町内規制区域および期間】 

 

 

①学校等の敷地からおおむね 100Mの区域 

 ・対象学校等…町内 3小学校、中学校、5保育園 

（期間：月曜日から金曜日まで（休日及び学校等の長期休業間を除く。）） 

 ・学校等に準ずる施設…蟻川図書館、子育て支援センターゆめっこ、東小児童クラブ、南

小児童クラブ、西小児童クラブ、北部児童クラブ 

（期間：開館日） 

 

② ①以外で冬期のスキー場周辺など道路事情に起因する生活環境の悪化防止等のため、

市町村の事情により定める区域 

 ・大字平穏のうち桑山道北 391番地１から 485番地まで 桑山道南 486番地から 542番

地 10まで 黒川 1063番地１から 1091番地３まで 上林 1369番地１から 1446番地ま

で 安造 1448 番地１から 1538 番地ロまで 横湯 2026 番地から 2115 番地まで 渋湯

2116番地から 2280番地 17まで 安代 2281番地１から 2324番地８ 村上中道南 2828

番地１から 2865 番地５まで及び 2891 番地３から 2894 番地５まで 川原 2866 番地１

から 2890 番地２まで及び 2895 番地１から 2943 番地 24 町南 2944 番地２から 3093

番地４まで及び 4106番地９ 村上中道東 3094番地１から 3120番地２まで 町東 3121

番地１から 3225 番地２まで、3225 番地４から 3226 番地６まで及び 3452 番地１から

3452 番地３まで 村下中道南 3227 番地１から 3260 番地 15 まで及び 3269 番地１から

3276番地７まで 下林 3261 番地１から 3268 番地まで及び 3277番地１から 3305 番地

４まで 大原 3306番地１から 3348番地６まで 村下中道北 3225番地３、3226番地７

及び 3349 番地１から 3383 番地 21 まで 川原 4105 番地３から 4106 番地２まで及び

4106番地 11から 4230番地 23まで 

・大字佐野のうち角間 2126番地から 2376番地まで、下川原 2499番地１から 2591番地

８まで、2592 番地５、2592 番地 10、2593 番地３及び 2593 番地５並びに上川原 2592

番地１から 2592 番地４まで、2592 番地６から 2592 番地９まで、2592 番地 12、2593

番地４及び 2593番地６から 2649番地まで 

（期間：４月 28日から 5月 7日、8月、10月、12月） 

 


